
本村では、妊婦さんが「風しん」にかかることを予防するため、風しんワクチン接種事業を実施し

ています。

・・・・

在住の女性で、「風しん抗体検査」を受け、抗体が十分ではないと判断され、次の事項にすべて該当する方。

①妊娠を希望する女性で、出産経験のない方

②風しんワクチン（麻しん風しん混合ワクチンを含む。）の予防接種をうけたことがない方

③風しんにかかったことがない方

・・・・龴

①愛知県が実施する「風しん抗体検査」

検査を希望する協力医療機関（医療機関リストは愛知県のホームページに掲載）

ホームページ http://www.pref.aichi.jp/0000070318.html

所管する県保健所に本人確認できる書類（運転免許証、健康保険所保険者証等）をお持ちいただ

き、手続きしてください。

　　【検査費用】抗体検査にかかる費用は無料　【申込み】愛知県へ申請

②①以外の「風しん抗体検査」（愛知県へ申請せず、風しん抗体検査を受ける場合）

　　【検査費用】抗体検査に係る費用は全額自己負担

　　【検査結果】抗体が十分でないかどうかの判定は①に準じます。

詳しくはすこやかセンター内保健環境課にお問合せください。

・・・・・

①麻しん風しん混合（MR）ワクチン 5,000円

②単独風しんワクチンを接種した場合 3,000円

・・・・・1回

・・・・・4月2日～平成31年3月29日

・・・・・平成31年3月15日（金）まで

持ち物：風しん抗体検査の結果・印鑑・振り込み通帳

・・・・すこやかセンター内保健環境課

大人の風しんワクチン接種一部助成事業
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平成2 ８年度統一的な基準による村の財務４表を公表します。
村の財政状況を村民の皆さんにより詳しくお示しするため、平成28年度から新たに統一的な基準による

4つの財務書類を一般会計等ベース及び全体会計ベースで作成しました。

※全体会計

1．一般会計等（一般会計・土地取得特別会計・宅地造成事業特別会計）

2．国民健康保険特別会計

3．農業集落排水処理施設事業特別会計

4．介護保険特別会計（保険事業勘定・サービス事業勘定）

５．後期高齢者医療特別会計

今回は、この全体会計に基づいて、村民の皆さんにお示しさせていただきます。

４つの財務書類とは？
①賃借対照表（バランスシート）

会計年度末時点において保有する資産の状況や将来

において負担することとなっている負債の状況等を総

括的に表す財務書類です。

・・・・

将来の行政サービス提供のために保有するものや用

いることができるものです。例えば、事業用資産（役場

庁舎など）、インフラ資産（道路、公園など）、現金化す

ることが可能な資産（基金など）が該当します。

・・・

将来、村が返済しなければならないものです。地方

債等が該当します。

・・・・・

資産から負債を差し引いて計算されます。

・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・

1年間の行政活動のうち、人にかかるコスト、物に

かかるコスト等の行政サービスにかかる経費に対し

て、使用料や手数料といった受益者負担がどの程度

あったか等を見ることができます。

・・・・・・・・

1年間の村の純資産が、どのような財源や要因で増

減したかを明らかにするものです。

純資産の増加は、現役世代が自らの負担によって将来

世代も利用可能な資源を蓄積したことを意味します。

・・・・・・・

1年間に出入りした資金の動きを表したもので、村

がどのような活動に資金が必要とされ、それをどのよ

うに賄ったのかが分かるものです。また、現金をどの

ような性質の活動で獲得し、使用しているのかを読み

取ることができます。

科目 全体会計

1・・・・・ 21

①業務費用 4,4００,437

ア 人件費 1,14０,9６7

イ 物件費等

　　　　（うち減価償却費）

3,2０3,3５8

（783,819）

ウ その他の業務費用 ５６,112

②移転費用 2,37６,284

ア 補助金等 2,０６1,721

イ 社会保障給付 22０,５22

ウ その他 94,０41

2・・・・・ 

ア 使用料及び手数料 1００,５1６

イ その他 3６3,4６1

・・・・・・・・ ・12

3．臨時損失 ０

4．臨時利益 21,５3５

・・・・・・ ・2120

・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・

科目 全体会計 科目 全体会計

・・・・ ・・・

1．有形固定資産 31,６６7,4491．固定負債 ５2０,3６1

①事業用資産 19,５1５,88５①地方債等 24５,7５8

②インフラ資産 11,６81,793 ②退職手当引当金 274,６０3

③物品 1,132,０212．流動負債 134,177

④物品減価償却累計額 △６６2,2５０①1年内償還予定地方債等 4０,218

2．無形固定資産 42,０００②賞与等引当金等 93,9５9

3．投資その他の資産 8,197,924 ・ ・ 558

4．流動資産 1,927,428純資産の部

・・・・ 1221・・・・・ 11802

②その他 1,21５,1０4 ・・び・・・・ 18801

・・・ 18801

・・・・・・・ ・・・・・・・

科目 全体会計

1・・・・・・・ 2

①業務支出 ５,６０1,2０8

②業務収入 ６,348,4５2

③臨時支出 ０

④臨時収入 ０

2・・・・・・・ ・201

①投資活動支出 4,732,０8５

②投資活動収入 4,439,０６9

・・・・・・ ・220

①財務活動支出 41,1０６

②財務活動収入 11,9００

本年度資金収支額 42５,０22

前年度末資金残高 2５６,００8

本年度末資金残高 ６81,０3０

前年度末歳計外現金残高 3０,9０3

本年度末歳計外現金増減額 391

本年度末歳計外現金残高 31,294

・年・・・・・・・ 122

・・・・・・・・ ・・・・・・・

科目 全体会計

・年・・・・・・ 122

・・・・・・・・・ ・2120

財源 ６,2０7,223

税収等 ５,138,722

国県等補助金 1,０６8,５０1

・年・・ ・88

資産評価差額 ０

無償所管換等 ０

その他 ０

・年・・・・・・・ ・88

・年・・・・・・ 11802

（注）広報に掲載する財務4表の数字については、各項

目の表示単位を千円単位としています。

資産
行政サービスを

提供するため保有す

るもの

＝

負債
将来、村が

負担する部分

＋

純資産
これまでに村が

蓄積した資産

1・・・1・・・・・・・と・・・・2年月1・・・・龹・0・・

（1）資産・・・全体会計 約9０9万円

　　【うち道路、公園などの社会資本を中心として有形固定資産 約６88万円】

（2）負債・・・全体会計 約14万円【うち地方債 約６万円】

2・・・・・・

全体会計 98.4％

資産合計に対する将来の返済等の占める割合であることから、純資産比率が高いほど財政が健全で

あるといえます。純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動されたことを示すた

め、値が大きくなることは将来世代の負担の分担が減少したことを意味します。

村の資産と負債の状況


